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○ 平成２１年４月２１日制定（※）
○ 趣旨

長年にわたる職業訓練事業の実施の過程において蓄積したノウハウを体系化・明文化し、機構自らが遵守する指
針（ガイドライン）として内外に公開することにより、機構の利用者をはじめ広く国民一般に対しこれまで以上に
訓練サービスの品質について説明責任を果たすとともに、その品質の維持・向上を図ることとするもの。

法令・国の職業能力開発施策・財源

機構版職業訓練ガイドライン

第１章 一般

１．１ ガイドライン策定の意義
１．２ ガイドラインの位置づけ・活用の視点
１．３ プロセス管理の基本ルール（PDCAサイクル）
１．４ 職業訓練サービスの品質に関する基本理念
１．５ 法令・政策・財源との関わり

第２章 定義等
２．１ 適用範囲
２．２ 用語の定義

第３章 職業訓練サービス
３．１ 職業訓練ニーズ等の明確化
３．２ 職業訓練プログラム等の設定
３．３ 職業訓練プログラム等の実施
３．４ 職業訓練プログラム等のモニタリング
３．５ 職業訓練に関する各種支援

３．６ 関係機関との連携
３．７ 職業訓練サービスの評価

通達・事務連絡により具体化
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第４章 組織マネジメント
４．１ マネジメントシステムの確立
４．２ 職業訓練サービスの品質に関する方針
４．３ 文書管理
４．４ 財務管理
４．５ 安全衛生管理（作業環境と安全衛生）
４．６ リスク・アセスメント
４．７ 人事管理
４．８ 施設・設備管理
４．９ ナレッジ・マネジメント（国家的資産の蓄積と継承）
４．１０ 監査
４．１１ 見直し及び改善

高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業訓練サービスガイドライン



○職業訓練ニーズ等の明確化（3.1）
・事業所や受講者に対するアンケート調査、ヒアリング調査によるニーズ
把握
・国・各都道府県の雇用対策・産業政策等の把握

○職業訓練プログラム等の設定（3.2）
・職業能力開発体系（仕事の体系と訓練の体系）を用いたニーズの分析
・カリキュラムモデルをベースとしてニーズに応じたコース設定
・先導的・モデル的なコースについては、プロジェクト方式により開発

①マネジメントシステムの確立（4.1）

・ＰＤＣＡサイクルを適用し、施設管理者（施設長）が

品質管理システムの構築、改善、維持を実施

Plan

○職業訓練プログラム等の実施（3.3）
・訓練内容、指導体制等の情報提供
・カリキュラムのポイントを押さえた指導
・受講者の習得状況に応じた訓練の実施
・キャリア・コンサルティングの実施

○職業訓練プログラム等のモニタリング（3.4）
・訓練目標に対する受講者の訓練期間中及び訓練修了時の技能等の
習得状況の確認

○職業訓練に関する各種支援（3.5）、関係機関等との連携（3.6）
・都道府県、民間教育訓練機関等へのノウハウの提供

○職業訓練サービスの評価（3.7）
・把握した受講者ごとの習得状況に係る評価の実施
（習得状況が不十分な受講者に対しては、補習等を実施）

○監査（4.10）
・ 内部監査の実施
・経営層による点検（マネジメントレビュー）の実施

○見直し及び改善（4.11）
・点検結果を踏まえ、追加・変更すべきニーズの把握と訓練コースの
見直し
・訓練コースの設定から実施、評価に至る業務プロセス全体の見直し

事業運営の基礎
③文書管理（4.3）④財務管理（4.4）⑤安全衛生

管理（4.5）⑥ﾘｽｸ・ｱｾｽﾒﾝﾄ（4.6）⑦人事管理(4.7）

⑧施設・設備管理（4.8）⑨ﾅﾚｯｼﾞ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（4.9）

Do

②職業訓練サービスの品質に関する方針（4.2）

・品質に関する方針・品質目標の設定と、その品質目標

を達成するための行動計画を策定

CheckAct

継
続
的
な
改
善

職業訓練サービスの信頼性と品質の維持・向上

機構版職業訓練ガイドラインの概要
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３．１ 職業訓練ニーズ等の明確化（参考：人材ニーズ等調査）

ヒアリング調査

・事業所に対するヒアリング調査
訓練で実施している機械関連、金属加工関連、電気・電子関連、居住関連の分野の事業所へ

の訪問によるヒアリングを実施。

中央団体に対するヒアリング調査 事業所に対するヒアリング調査

・各道府県内の中央団体に対するヒアリング調査
中小企業団体中央会、建設業協会、工業連合会、商工会連合会及び商工会議所連合会等への

訪問によるヒアリングを実施。 他の分野は離職者訓練の



３．７ 職業訓練サービスの評価（参考：フォローアップ調査）
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フォローアップ調査

・訓練受講者に対するアンケート調査
訓練受講者に対するフォローアップ調査は訓練期間中に1か月に1回を目安としてアンケート

調査を実施。

・就職先事業所に対するヒアリング調査
就職先事業所に対するフォローアップ調査は訓練

修了後６か月経過以降に随時ヒアリング調査を実施。

訓練受講者に対するアンケート調査

就職先事業所に対するヒアリング調査



４．１１ 見直し及び改善
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科 名：機械設計科
区 分：カリキュラムの一部変更
見直しのきっかけ：フォローアップ調査（事業ヒアリング、受講者アンケート）など

見直し前の状況

【意見・課題】
① 訓練受講者は、機械加工の経験がないため、どのような手順で部品
が作成されるか、切削後の状態や完成品のイメージがつきにくい等、
設計図面作成上支障が生じていた。

② 力学や設計における基本的な考え方の習得に対する企業・受講希望
者からの強い要望があった。

③ 訓練修了者からの意見として、技術文書の書き方を知らないため、
入職後苦労したとの意見があり、カリキュラムに一部追加することが
必要である。

④ カリキュラムの実施順序を入れ替えることにより理解度が深められ
るのではないかという訓練受講者からの意見があった。

【改善点】
① 新たに切削加工の実習を導入した。

・切削技法１（旋削）・切削技法３（フライス加工）
また、３次元プリンタを活用した製品製作の実習を導入した。
・３次元ＣＡＤ設計３（ＲＰ編）

② 従来から実施していた工業力学・材料力学に加え、ツールを活用し
た解析に関する内容を導入した。
・静弾性解析２（３次元モデル）

③ 技術報告書の作成方法について指導するカリキュラムを導入した。
・技術報告書作成

④ 仕上がり像No.1において、機械分野の基本理解を行う。仕上がり
像No.2において、機械加工を意識した機械図面の作成方法及び、力
学を意識した設計が習得できるようカリキュラムの順序を入れ替えた。

見直し後の状況

機械基本と
機械製図

２次元ＣＡＤによ
る機械図面作成

油圧制御と
電気制御

３次元ＣＡＤによ
る形状作成

機械設計基本 総合製作実習

材料試験実習 ２次元ＣＡＤ実習 空気圧機器実習

総合設計課題（ボール盤）機械要素設計実習３次元ＣＡＤ実習

旋盤加工

フライス盤加工

３Ｄプリンタ

機械加工等の
製品製作の要素

追加



４．１０ 監査（参考：業務プロセスの点検）

業務プロセスの点検

ガイドラインに定めた事項とその具体的事項を定めた通知文書に適合しているかどうか、
客観的な立場から確認するもの。

・点検の目的

点検という行為をとおして、機構が行う職業訓練サービスの信頼性と品質の維持・向上
に繋げることを目的とする。

・点検実施体制

点検の一定の客観性と質を確保するため、点検事項に関し、自ら業務を担当する者以外
の者であって、点検に必要な知識を有する者が行う。

・点検項目

訓練の種類に応じた業務プロセス点検表のうち、施設長が重要であると考える項目を点
検項目とする。ただし、業務プロセス点検表におけるリスクレベルが１４以上の点検項目
については毎年、リスクレベルが１０以上１３以下の点検項目については3年間の中で、全
て点検する。

離職者訓練 在職者訓練 学卒者訓練 求職者支援訓練 生産性向上支援訓練

１４０ ９４ １７２ ２８ ８８

業務プロセス点検表の点検項目数（令和４年度）



４．１０ 監査（参考：業務プロセスの点検）
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業務プロセス点検表
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